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消費者誤用実験について 
 
 
 

１．目的 

リユースペットボトルを消費者が不適切に使用（誤用･転用）し、有害な物質を保管した

場合の安全性を検証する。 
 
２．方法 

評価の方法として、米国FDA、ドイツBfRが合成樹脂食品容器リサイクルに設定したガ

イドラインに基づき、代理汚染物質を用いた洗浄試験（ペットボトルへの残留性と食品への

溶出性に関する研究実験。以下「チャレンジ試験」という。）を実施した。具体的実施要領

は以下のとおりである。 
 

表 チャレンジ試験実施要領 

工程 仕様 作業内容 

代理汚染物質

によるボトル

汚染 
 

■代理汚染物質の選定 
・ステアリン酸メチル 
・ベンゾフェノン 
・トルエン 
・クロロベンゼン 
・フェニルシクロヘキサン 
・トリクロロエタン 
■ボトル汚染の条件 
・ 保存温度 40℃ 
・ 保存期間 14日 

代理汚染物質の添加量を「容器包装に代理

汚染物質の0.1wt%水溶液を充填すること」

とし、1.5 ﾘｯﾄﾙ容ペットボトルに、相当量の

代理汚染物質と純水を充填（物質毎に 3 本

調整）する。 
40℃の恒温槽に14日間保存し、ペットボト

ルを代理汚染物質で汚染させる。 
1.5 ﾘｯﾄﾙ容ペットボトル18本 

汚染ボトルの

洗浄 
 

■洗浄剤組成 
・ NaOH：0.08% 
・ 乳化剤：0.02% 
・ NaOCl：100ppm 

ペットボトル素材に損傷を与えることな

く、安全性と清浄度を両立した洗浄剤すべ

てに食品添加物として認められたもの（左

記）を使用し、洗浄後は食品用ボトルとし

て再利用できるプラスチック製ボトルの洗

浄方法（特願2006-73874 号）で、実機によ

る洗浄を行う。 
1.5 ﾘｯﾄﾙ容ペットボトル18本 
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洗浄後ボトル

から食品への

溶出量測定 

■食品想定溶媒 
・ 4％(w/w)酢酸水溶液  
・ 50%(w/w)エタノール水

溶液 
・ 純水 
 
 
■溶出条件 
・ 溶出温度 50℃ 
・ 溶出期間 30日 

再充填される食品を想定した 3 種溶媒（酢

酸：果汁飲料想定，エタノール：アルコー

ル飲料想定，純水：お茶/ミネラル水想定）

で、50℃30 日間の溶出を行い、溶出液の代

理汚染物質濃度をガスクロマトグラフ

（GC）またはガスクロマトグラフィー質量

分析装置（GC/MS）で定量する。 
食品への最大溶出濃度 10ppb 以下を安全性

の指標値として設定する。 

洗浄後ボトル

残留量の測定 
■抽出条件 
・ 抽出溶媒：ジクロロメタ

ン 
・ 抽出温度：40℃ 
・ 抽出時間：8時間 
 

溶出試験終了ボトルを細断し、残存する代

理汚染物質を溶媒抽出して定量する。 
溶出試験測定量と残留試験測定量を合算

し、洗浄後ボトルに残留する代理汚染物質

量を算出する。 
洗浄後ボトルへの最大残留濃度 500μg/kg
（PET 樹脂）以下を安全性の指標値として

設定する。 
 

① 代理汚染物質の選定 

代理汚染物質としては、幅広い性質を持つ化合物を組み合わせて使用される。米国

FDA，ドイツBfR等で推奨されているのは以下のような化合物であり、これらの中か

ら選択して用いることとされている。 
今回の誤用に係る実験においては、幅広い物性に対する洗浄性を確認するために、5

種全ての物性群から少なくとも1物質以上の選定を任意に行い、試験を実施することと

した。 
 
 極性揮発性物質  ：トリクロロエタン，クロロホルム，ジエチルケトン 
 非極性揮発性物質 ：トルエン，クロロベンゼン 
 極性不揮発性物質 ：ベンゾフェノン，サリチル酸メチル 
 非極性不揮発性物質：フェニルシクロヘキサン，テトラコサン，リンダン，ステア

リン酸メチル，1-フェニルデカン，2,4,6-トリクロロアニソー

ル 
重金属またはその代替物質：銅(Ⅱ)2-エチルヘキサエノエート，パルミチン酸メチル，

ステアリン酸メチル 
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② 代理汚染物質によるモデル汚染 

ボトルに代理汚染物質の0.1%溶液を満充填し、40℃で14日間保存して吸着させた。 
代理汚染物質の添加量に関しては、米国FDA，ドイツBfRのガイドライン及び日本

で実施されたケミカルリサイクルのチャレンジ試験報告を参考に 0.1%溶液とした。ま

た、リユース容器の汚染モデルを作成するため、40℃で14日間保存して十分に吸着さ

せる汚染シナリオを追加設定した。 
 
③ 汚染ボトルの洗浄 

ペットボトル素材に損傷を与えることなく、安全性と清浄度を両立した洗浄剤すべて

に食品添加物として認められたものを使用し、洗浄後は食品用ボトルとして再利用でき

るプラスチック製ボトルの洗浄方法（特願2006-73874 号）にて、代理汚染物で汚染さ

せたペットボトルを、実機で洗浄した。汚染ボトルの洗浄に関しては、実証実験で使用

した実機を使用することとした。 
 
④ 洗浄後ボトルから食品への溶出量測定 

洗浄後のペットボトルに以下の食品擬似溶媒を充填し、50℃で30日間の溶出試験を

実施した。 
 

 純水   ：ミネラル水，お茶類想定 
 4％酢酸 ：果汁飲料想定 
 50％エタノール：アルコール飲料想定 

 
洗浄後のボトルについては、食品擬似溶媒を用いた代理汚染物質の溶出試験を実施す

ることとした。試験液としては、ペットボトルの対象食品である清涼飲料等（水性食品、

酸性食品及びアルコール性食品）を想定し、純水、4％酢酸及び50％エタノールを用い

た。また、保存期間に関しては、通常消費される期間を考慮し、50℃で30日間の保存

期間設定を行った。 
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⑤ 測定方法と安全性評価指標値 

食品擬似溶媒への溶出量及び洗浄後ボトル残存量を、GC/MSまたはGCにより定量

分析した。この時、食品擬似溶媒への最大溶出濃度が 10ppb 以下に収まることを許容

限度として設定した。また、洗浄後ボトルへの最大残留濃度が500ppb（PET樹脂）に

収まることを許容限度として設定した。 
なお、チャレンジ試験においては、最終製品からの不純物（代理汚染物質）の溶出量

が十分に低いかどうかを判断する必要がある。米国FDAでは閾値則を定め、全食事中

濃度が 0.5ppb 以下であれば安全性に問題はないとし、これに消費係数を加味した値を

容器包装からの溶出の限度値としている。全食事に占めるその容器包装の寄与率が5%
以下の場合は消費係数が0.05 とみなし、その食品の濃度が10mg/kg以下、すなわち溶

出量として 10ppb 以下であれば十分に低いと判断していることから、今回の溶出試験

における安全性評価指標値を 10ppb と設定した。また、国立医薬食品衛生研究所のア

ドバイスに基づき、洗浄後ボトルへの不純物（代理汚染物質）残留量は、500ppb 以下

に収まることを安全性評価指標値として設定した。 
 
３．結果考察 

 試験の結果、極性揮発性物質（トリクロロエタン）、非極性揮発性物質（トルエン、クロ

ロベンゼン）、極性不揮発性物質（ベンゾフェノン）の洗浄後残留が顕著に現れ、溶出試験

及び残留試験で設定した許容限度内には収まらなかった。これら物質はペットボトル内壁に

収着（吸着と吸収）しているものと考えられ、洗浄プロセスのみで許容限度以下まで除去す

ることは困難であると考えられた。※参考資料3-1参照 
 一方、これら物質は官能的に察知することが可能である。また、臭気物質感知器（スニッ

ファー）を用いた実験により、官能以上の高感度で、正常品と汚染ボトルの判別が可能であ

る。※参考資料3-2参照 
よって、臭気物質感知器（スニッファー）の適切な設定により、洗浄前に汚染ボトルを確

実に事前排除するシステム構築を行うことが、安全性を担保するために必要であると考えら

れる。 


